
地域主権改革の推進による都市自治の確立等に関する 

提言・重点要望 
 

基礎自治体を重視した地域主権改革を実現するため、国は、次の事項について積極

的かつ適切な措置を講じられたい。 

 

１．都市自治体が自主的かつ自立的な行財政運営が行えるよう、地域主権改革を積極

的に推進するとともに、基礎自治体の意見を十分に尊重した改革を行うこと。 

 

２．基礎自治体優先の原則、補完性・近接性の原理に基づき、国・都道府県・市町村

の役割分担の明確化を図るとともに、役割分担に基づく事務事業の再配分を行うこ

と。 

また、都市自治体への権限移譲に当たっては、都市自治体が住民に身近な事務事

業や地域の実情にあった特色あるまちづくりを地域において総合的・一体的に遂行

できるよう、包括的に移譲するとともに、税源移譲等による適切かつ確実な財政措

置及び必要不可欠である専門的な人材育成等の仕組みの構築を図ること。 

 

３．都市自治体の自主性・自立性の強化と条例制定権の拡大を図るため、地方分権改

革推進委員会の第２次及び第３次勧告で示されたすべての条項等について、廃止を

原則とした義務付け・枠付けの見直しを行うこと。 

また、教育委員会の設置について、選択制を導入すること。 

 

４．国と地方の二重行政を解消する見地等から、地方の実情等を踏まえて国の出先機

関の見直し等について検討を進めること。 

 

５．地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本として、当面、税源移譲による

国・地方の税源配分「５：５」の実現を図ることにより、地方の財政自主権を拡大

するとともに、税源の偏在が少なく税収が安定している地方消費税を拡充すること。 

また、地方交付税の法定率の引上げ等により恒常的な地方交付税の財源不足の解

消を図るとともに、「地方交付税」を特会直入とする「地方共有税」を創設するこ

と。 

 

６．「国と地方の協議の場」については、法律案の早期成立を図るとともに、国と地

方が真に対等・協力のもとに運営し、地方からの意見を制度設計等に的確に反映す

ることができるよう、国はあらかじめ十分な時間的余裕をもって提案を行うこと。 

また、具体的な事項の協議に当たっては、国と地方とが真に実効ある協議を行う



ため、分科会等の積極的な活用を図り、事前に十分検討を深めること。 

 

７．新たな制度創設や制度改正を行うに当たっては、地方への速やかな情報提供等を

行うとともに、十分な準備期間を設けるほか、事前に地方公共団体との協議を行う

こと。 

また、社会保障・税の共通番号制度を創設する場合には、その制度設計に都市自

治体の意見を十分に反映させること。 

 

８．現行の法定受託事務について、地方分権改革の視点から再検討し、自治事務への

転換を図るなどの見直しを行うこと。また、法定受託事務はできる限り新設しない

こと。さらに、法定受託事務の執行に係る経費については、確実に財源措置を行う

こと。 



防災・災害対策の充実強化と安全・安心なまちづくりに関する

提言・重点要望 
 

地震や集中豪雨等の大規模災害に即応できる防災・災害対策及び消防・救急体制の

充実を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．防災体制の充実強化と災害対策の推進について 

（１）災害時又は国民保護の有事の際に迅速、正確な情報提供を行い、地域住民が安

全に避難できるようにするため、防災行政無線のデジタル化や衛星携帯電話の整

備など情報伝達システムの整備に対する財政措置を拡充すること。 

   また、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による緊急情報を住民に迅速

かつ確実に伝達するためのシステム整備について、財政措置を講じること。 

（２）近年、地球温暖化の影響とされる気象変動による大規模な水害が多発している

ことから、被災者生活再建支援制度の支援対象の拡大や支給限度額の引上げを行

うほか、総合治水対策の財政措置の拡充を図るとともに、災害の未然防止に向け

た抜本的な対策を検討し、所要の財政措置を講じること。 

（３）災害援護資金貸付金の償還について、借受人及び保証人がともに破産免責され

た場合を免除対象に加えるなど、実情に即した償還免除要件の拡大を図るととも

に、償還期限の再延長を図るなど、必要な支援措置を講じること。 

（４）土砂災害特別警戒区域について、固定資産評価基準の新たな補正制度を創設す

ること。 

（５）災害復旧事業の効果を高め、再度災害の防止を図るため、災害関連事業の採択

基準の緩和を図ること。 

（６）自主防災組織の育成等に対する財政措置の充実を図ること。 

 

２．地震及び火山災害対策の充実強化について 

（１）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び東南海・南海地震防

災対策推進地域に指定された地域について、地震防災対策強化地域に指定すると

ともに、具体的かつ充実した総合的な地震防災対策を早期に講じること。 

（２）平成 22 年度末までの適用期限となっている地震防災対策特別措置法における

地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置を延長すること。 

（３）地震・津波観測システムの充実を図るとともに、ＧＰＳ波浪計と沿岸市町村等

が独自に設置している潮位観測装置等による観測情報を共有できる環境を整備

するなど、津波防災対策を一層充実強化すること。 

また、沿岸部での浸水状況を把握するための浸水予測システム等の早期整備を

図ること。 



（４）火山災害対策として、関係機関における調査・研究の推進及び支援を行うとと

もに、火山ハザードマップの作成・公表を踏まえ、中央防災会議決定の「富士山

火山広域防災対策基本方針」等による広域的かつ重点的な火山防災対策を推進す

ること。 

   また、東海地震と同様に、富士山噴火においても火山情報に応じた高速道路活

用の防災体制を整備すること。 

（５）庁舎、公民館等、災害時に防災拠点となる公共・公用施設等の耐震診断や耐震

改修に対して、財政措置を拡充すること。 

（６）民間施設、住宅家屋等の耐震診断や耐震改修を促進するため、財政措置を拡充

すること。 

 

３．消防・救急体制の充実強化について 

（１）消防・救急無線のデジタル化のための財政措置を拡充すること。 

（２）消防の広域化及び非常備消防の機動力強化に対する財政措置を充実すること。 

（３）住宅火災発生時における住民の生命及び身体の安全確保と防災意識の向上を図

るため、住宅用火災警報器の設置の普及促進を図るとともに、財政措置を講じる

こと。 

（４）救急隊の編成基準については、救急救命士が出動する場合は２名体制を可能と

するなど弾力化を図ること。 

（５）救急救命士の国家試験を年２回実施すること。 



情報化施策の推進と地上デジタルテレビ放送移行への支援 

に関する提言・重点要望 
 

すべての国民がＩＣＴを活用し、その恩恵を享受できる社会を実現するとともに、

地上デジタルテレビ放送への完全移行を円滑に実施するため、国は、次の事項につい

て、適切かつ積極的な措置を講じられたい。 

 

１．ブロードバンドゼロ地域の早期解消を図るための財政措置を講じること。 

また、携帯電話事業者に対して中継基地局等の整備にあたっての住民への事前説

明の実施を義務付けるとともに、国民に対して電磁波が人体に与える影響や電波防

護指針に定める数値の安全性について広く周知を図ること。 

 

２．地上デジタルテレビ放送への完全移行 

（１）地上デジタルテレビ放送への完全移行に際しては、全ての市民が放送を受信で

きるよう、国及び放送事業者の責任において、中継局の整備並びに共聴施設の改

修など受信環境整備について対応を促進するとともに、低所得世帯等を対象とす

る受信機器購入等に対する支援措置を拡充すること。 

特に、電波障害のある地域等の条件不利地域や新たな難視聴地域においては、

衛星放送やＣＡＴＶの活用、中継局及び共聴施設の整備・改修など、難視聴地域

解消への対策について、市民や都市自治体等に対して財政措置を含め必要な措置

を講じること。 

また、電力会社の受信障害補償がなくなる地域で難視聴となる場合は、新たな

難視聴地域に指定し、速やかに対策を講じること。 

（２）地上デジタルテレビ放送への移行が円滑なものとなるよう、国民への説明を徹

底するとともに、市町村に対し迅速かつ十分な情報提供を行うなど、適切な対応

を図ること。 

なお、受信環境の整備が整うまでの間、アナログ放送の停波期限を延長するこ

とを検討するなど、適切な対策を講じること。 

（３）ＣＡＴＶ事業者に対し、デジアナ変換の導入を積極的に働きかけるとともに、

現在と同様の放送局を視聴できるよう対応すること。 

また、地方自治体がＣＡＴＶ事業者のチャンネルを借り上げて放送を行ってい

る行政放送について、ネットワークＩＤを付与すること。 

（４）大量に処分されるアナログ放送対応テレビについて、適切な処理が行われるよ

う、国の責任において必要な対策を講じること。 

 

 



 

都市税財源の充実確保に関する提言・重点要望 
 
地域主権確立の基礎となる都市税財源の拡充に向けて、次の事項の実現につ

いて積極的かつ適切な措置を講じるよう提言し、要望する。 
 

１．地方交付税総額の復元・増額の継続と法定率の引き上げ、地方共有税の創

設 

（１）平成 23 年度の地方交付税については、福祉、医療、子育て等の社会保

障や道路、橋梁等の改修費の増大など都市自治体の実態を、地方財政計

画に的確に反映したうえで、三位一体改革等において大幅に削減された

地方交付税総額の復元・増額を継続し、財源保障、財源調整の両機能を

強化すること。 

（２）地方交付税の法定率の引上げ等により恒常的な地方交付税の財源不足

の解消を目指すとともに、その総額を確保し、併せて、都市自治体の財

源の予見可能性を向上させること。 

（３）地方交付税が、国から恩恵的に与えられているものでないことを明確

にするため、「地方交付税」を国の特別会計に直接繰り入れ等を行う「地

方共有税」に変更すること。 

 

２．国・地方の税源配分の当面「５：５」の実現と偏在性が少ない安定的な地

方税体系の構築 

（１）地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、税源移

譲による国・地方の税源配分「５：５」の実現を図ることにより、地方

の財政自主権を拡充すること。 

（２）都市自治体が行う福祉、医療、教育など、市民生活に直結した行政サ

ービスの財政需要の急増と多様化に迅速かつ的確に対応できるよう、一

般財源を充実確保する観点から、地方消費税の拡充を含め、偏在性が少

なく安定的な地方税体系を早急に構築すること。 

 

３．地方の自由度を高める国庫補助負担金の改革 

 国庫補助負担金の廃止と一括交付金の創設にあたっては、必要とする事業

の執行に支障が生じないようにするため、決して総額が縮減されることがな



 

いようにするとともに、地方交付税制度との整合性にも留意し、地方の自由

度が拡大することを前提に、国と地方の協議の場等で十分協議して制度設計

を行うこと。 

 

４．公債費負担の軽減 

 公債費負担の軽減を図るため、1.1 兆円規模の公的資金の補償金免除繰上

償還の措置が延長されたところであるが、依然として公債費は高水準で推移

しており、引き続き、対象要件の緩和・拡大を図ること。 

 

５．国の制度創設・改正に際しての財源措置と地方の実情の反映 

（１）国・地方を通じたプライマリー・バランスの黒字化を健全化目標とす

る「財政運営戦略」においては、現在の国よりも指標が改善している地

方のプライマリー・バランスは、市町村合併や定数・給与削減等の国よ

り厳しい行政改革に取り組んだ結果であり、国の赤字の地方への付け替

えは厳に行わないこと。 

今後、地方財政対策をはじめ予算編成等における具体化に当たっては、

「国と地方の協議の場」等を通じ、地方の実態や意見を踏まえ、十分な

検討を行うこと。 

（２）「地域主権戦略大綱」について、今後の具体的な目標・工程表等の策定

や各分野の制度設計に当たっては、「国と地方の協議の場」等を通じて地

方と十分協議の上、地方の意見・提言を最大限反映すること。 

 （３）国の責任において実施されるべき「給付付き税額控除」、「子ども手当」、

「高校の実質無償化」などに代表される新たな制度の創設や改正にあたっ

ては、その制度設計において都市自治体の意見を十分に反映させるともに、

事務費を含め全額国庫負担とし、地方に財政負担や事務手続き上の過大な

負担が生じることのないようにすること。 

（４）地方税の課税主体は地方自治体であることから、税制改正の検討に当

たっては、地方が主体的に制度設計に参画する仕組みを構築すること。 



 

介護保険制度に関する提言・重点要望 
 

介護保険制度の円滑な運営を図るため、国は、特に次の事項について積極的

な措置を講じられたい。 

 

１． 介護保険財政の健全な運営のため、都市自治体の個々の実態を考慮しつつ、

十分かつ適切な財政措置を講じること。 

 

２．介護給付費負担金については、各保険者に対し給付費の 25％を確実に配分

し、現行の調整交付金は別枠化すること。 

 

３．低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減策については、国の責任にお

いて、財政措置を含め総合的かつ統一的な対策を講じるよう、抜本的な見直

しを行うこと。 

 

４． 介護保険料の特別徴収について、口座振替との選択制を導入することなく、

社会保険料控除が適用されるよう対応策を講じること。 

  また、利用料について、介護費控除を創設するなど税制上の優遇措置を講

じること。 

 



 

国民健康保険制度等に関する提言・重点要望 
 
 国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営を図るため、国は、

特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．高齢者医療制度改革について 

（１）後期高齢者医療制度を廃止して新たな高齢者医療制度を創設するに当た

っては、被保険者をはじめ現場に混乱をもたらさないためにも、運営主体

を以前の市町村単位に後戻りさせることはあってはならず、その改革の方

向としては、すべての国民を対象とする医療保険制度の一本化に向けて、

国または都道府県を保険者とする国保制度の再編・統合等を行うこと。 

（２）後期高齢者医療制度の廃止に伴い、国保制度の負担増は決して招かない

よう、国の責任において万全の対策を講じること。 

（３）新制度発足に伴って発生・波及するシステム経費等については、超過負

担を招かないよう必要な額を確実に確保するとともに、速やかな情報提供

と十分な準備期間の設定を行うこと。 

 

２．国民健康保険制度について 

（１）国保の安定的かつ持続的運営ができるよう、国庫負担割合の引上げなど

国保財政基盤の拡充・強化を図るとともに、国の責任と負担において、実

効ある措置を講じること。 

特に、低所得者層に対する負担軽減策を拡充するとともに、国保財政安

定化支援事業については、実態に即した見直しを行うこと。 

（２）国保保険料(税)の収納率による普通調整交付金の減額措置を廃止するこ

と。 

（３）各種医療費助成制度等市町村単独事業の実施に伴う療養給付費負担金及

び普通調整交付金の減額措置を廃止すること。 

 

３．後期高齢者医療制度について 

（１）後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、保険料の上昇を抑制する

措置等について平成 23 年度以降も引き続き継続するとともに、国の責任に

おいて十分な財政措置を講じること。 

 



 

また、制度の見直しに当たっては、被保険者及び地方の意見や実情を十

分に踏まえるとともに、速やかな情報提供と十分な準備期間の設定を行う

こと。 

（２）平成 24 年度保険料改定において保険料増が見込まれる場合、国の責任に

おいて十分な財源措置を講じること。 



 

地域医療・福祉施策に関する提言・重点要望 
 

地域医療・福祉施策の充実強化を図るため、国は、特に次の事項について積

極的な措置を講じられたい。 

 

１．医師・看護師等の確保対策及び地域医療の充実について 

（１）産科医・小児科医・外科医・麻酔科医等をはじめとする深刻な医師・看

護師不足の解消や地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図るため、都

道府県域を越えた需給調整システムや地域の実情に応じた柔軟な医師派

遣体制の構築等を着実に推進するとともに、十分な財政措置を講じること。 

   また、病院勤務医及び看護師等の労働環境の改善を図るための支援策及

び十分な財政措置を講じること。 

（２）自治体病院をはじめ地域の中核病院について、地域の実態に応じた医療

の確保や経営基盤の安定化を図るため、十分な財政措置等を講じるととも

に、廃止を余儀なくされている病院に対し、適切な措置を講じること。 

また、小児救急医療をはじめとする救急医療及び周産期の医療体制整

備・運営等の充実強化を図るため、実効ある施策と十分な財政措置を講じ

ること。 

 

２．少子化対策について 

（１）子ども手当について 

①  平成 23 年度以降の子ども手当は、システム開発経費等の事務費や人件

費を含め、全額国庫負担とし、都市自治体の事務負担を極力軽減するこ

と。 

また、保育料、給食費等の未納問題に対応するため、必要に応じて子

ども手当額を未納の保育料等に充当できるよう法律に明記すること。 

② 子ども手当の在り方については、安心して子どもを産み育てることの

できる環境整備に向け、都市自治体は地域の実情に応じた様々な子育て

施策を推進していることから、現金による直接給付と保育サービスをは

じめとする子育て関係経費とのバランスにも十分配慮すること。 

③ 子ども手当の本格的な制度設計に当たっては、地域主権の理念に基づ

き、都市自治体の意見を十分尊重して、総合的な子育て支援策に関し国

 



 

と地方の役割分担を明確にした制度の構築を図ること。 

また、国民の理解が十分得られるよう、国はその責任において、積極

的な広報活動を行うこと。 

（２）保育所待機児童の解消や耐震化を含む保育所施設整備等のため、地域の

実態を十分に踏まえ、財政措置の拡充を図ること。 

（３）子どもの医療費無料化制度を創設すること。 

（４）妊婦健康診査の公費負担について、妊婦の健康管理の充実や経済的負担

の軽減を図るため、平成 23 年度以降も継続するとともに、更なる財政措置

等を講じること。 

 

３．障害者施策の充実について 

（１）障害者の自立と社会参加に向けた施策の充実を図るため、自立支援給付

及び地域生活支援事業について、自治体間格差を解消するとともに、超過

負担が生じないよう、地域の実態を踏まえ、十分な財政措置を講じること。 

また、サービス利用者の公平性の確保に配慮しつつ、利用者負担等につ

いて一層の軽減策を講じること。 

（２）新たな障害者制度の構築に当たっては、性急な変更により現場に混乱を

招かないよう、十分な準備期間を設けたうえで、関係者や都市自治体の意

見も尊重し、国民が理解しやすい安定した制度とすること。 

また、障害者が必要なサービスを受けられるよう利用者負担に配慮する

とともに、制度移行に係る経費について十分な財政措置を講じること。 

（３）障害者（児）の多様なニーズに適応した福祉施設の整備や運営について、

更なる財政措置の充実を図ること。 

 

４．生活保護制度について 

（１）生活保護費負担金については、現行の国庫負担率を堅持すること。 

（２）生活保護制度について、社会経済構造の変化に適応した抜本的な制度改

革に取り組むこと。 

 



 

地域職業訓練センター等の存続に関する提言・重点要望 
 

雇用就業対策の一環としての地域職業訓練センター及び情報処理技能者養

成施設は、地域における多様な職業教育訓練の場として定着するとともに、

地域産業に係る人材育成等に大きく貢献しており、地域の雇用と産業振興を

支える拠点として必要不可欠なものとなっている。 

しかしながら、国は先般、平成 22 年度末をもって両施設を一方的に廃止す

ることとしたが、現内閣は、「強い経済」、「強い財政」、「強い社会保障」の一

体的実現を図る柱の一つとして、雇用・人材戦略の推進を掲げており、また、

現下の厳しい雇用経済情勢からみても、住民の生活を守る都市自治体として

は、この決定を到底容認できるものではない。 

よって、国は、地域の中小企業事業者の能力向上と求職者の能力開発のた

め、国の責任において、両施設を存続させるとともに、更なる機能向上と十

分な財政措置を講じること。 

 



 

廃棄物・リサイクル対策に関する提言・重点要望 
 

循環型社会を実現するため、拡大生産者責任の強化を図るとともに、都市

自治体に配慮したより良い廃棄物・リサイクル制度を構築するべく、現行の

リサイクル制度の検証と併せ、新たなリサイクル制度等について検討するこ

と。 

 



 

義務教育施策等に関する提言・重点要望 
 

 義務教育施策等の充実を図るため、国は、特に次の事項について積極的な措

置を講じられたい。 

 

１．公立学校施設に係る耐震補強事業等に対する財政措置の拡充について 

（１）公立学校施設等の耐震診断及び耐震補強事業等について、財政措置の拡

充を図ること。 

特に、耐震補強事業に係る補助単価等については、地域の実態に即した

見直しを行うこと。 

（２） 地震防災対策特別措置法により実施されている地震対策事業については、

公立学校施設の耐震化を計画的かつ安定的に推進するため、財政措置を延

長するとともに、地域の実態を踏まえ、対象事業を拡大すること。 

 

２．分権型教育の推進について 

（１）公立小中学校教職員の人事権について、広域的な人事交流の仕組みを構

築するとともに、中核市をはじめとする都市自治体に所要の税財源措置と

併せて移譲すること。 

（２）都市自治体が地域のニーズに応じた独自の教育施策を展開することがで

きるよう、学級編制権及び教職員定数決定権等を所要の税財源措置と併せ

て都市自治体に移譲すること。 

（３）教育委員会の設置について、選択制を導入すること。 

 

３．地域に応じたきめ細やかな指導が行えるよう、少人数学級の推進に向け、

法改正等により学級編制及び教職員定数の標準を見直すとともに、所要の税

財源措置を講じること。 

 

４．普通学級に在籍する障害児や、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥・多

動性障害）等の児童・生徒に対する特別支援教育支援員等の適正配置など、

十分な財政措置を含め、特別支援教育の充実を図ること。 

 

 



公共事業の充実に関する提言・重点要望 
 

公共事業を円滑に推進するため、国は、次の事項について積極的な措置を講じられ

たい。 

 

１．社会資本整備総合交付金の充実について 

（１）社会資本整備総合交付金については、地方の社会資本整備が計画的かつ効率的

に実施できるよう、十分な予算を確保すること。 

   また、交付金の配分に当たっては、社会資本整備が遅れている地域、財政力の

弱い地域などにおいても、必要とする事業の執行に支障が生じないよう留意する

こと。 

（２）同交付金制度の実施に当たっては、都市自治体の意見を十分踏まえ、今後とも

必要に応じその見直しを行うこと。 

 

２．公共事業用地及び代替地取得を円滑に推進するため、譲渡所得に対する特別控除

額の引上げ等、税制上の優遇措置を拡大すること。 

 

３．公共事業に係る補助金等の事務費については、直轄事業負担金の業務取扱費の廃

止に係わらず、地方財政の実態を考慮し、地方の負担増とならないよう、引き続き

安定的に確保すること。 



道路整備財源の確保等に関する提言・重点要望 
 

都市生活を支える重要な基盤施設である道路の整備財源を確保するため、国は、次

の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．地方が真に必要とする道路整備が引き続き計画的に実施できるよう、地方の意見

を踏まえ、必要な財源の充実強化を図ること。 

 

２．高速自動車国道、一般国道、地方道等による有機的なネットワークを形成し、円

滑な交通体系の確立を図るため、整備に当たっては地域の実情を十分勘案して必要

な財源を確保し、早期の完成を図ること。 

 

３．橋梁等の道路施設の長寿命化が図れるよう、維持補修及び架け替え等に対する財

政措置の充実を図ること。 



運輸・交通政策の推進に関する提言・重点要望 
 

 運輸・交通施策の更なる推進及び地域生活交通の維持、地域の振興を図るため、国

は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．整備新幹線の建設財源を安定的に確保し、早期開業を目指すとともに、未着工区

間については早期の着工及び事業化を推進すること。 

 

２．主要幹線鉄道、都市鉄道、地方鉄道及びＬＲＴ等の鉄軌道の利便性の向上及び整

備促進に必要な財政支援措置を講じること。 

 

３．地方航空路線の維持について 

（１）地方航空路線が地方の産業・経済及び地域住民の生活に多大な影響を与えるこ

とを踏まえ、全国の航空ネットワーク及び地方路線の維持のための措置を講じる

こと。 

（２）地方空港における就航便を確保し、乗継運賃割引制度を拡充するとともに、空

港施設及び周辺地域の総合的な整備を促進し、空港を活用した地域振興策を積極

的に推進すること。 

 

４．高速道路の新料金体系に係る支援等について 

（１）高速道路の無料化に当たっては、地域の足として重要な役割を担うフェリー、

鉄道などの公共交通機関に与える影響を勘案し、存続に向けて損失補てんや競争

力強化への支援など、国において長期的な支援策を講じるとともに、経済、交通、

環境等に考慮した総合的な交通体系を早急に構築すること。 

（２）高速道路の新料金体系においては、地域間格差を是正する全国一律の料金制度

とするとともに、「生活道路」として利用している地域住民の負担増とならない

よう、特段の措置を講じること。 

 

５．生活交通維持対策について 

（１）地域住民の生活に不可欠な移動手段を確保し、小規模な自治体でも安心して日

常生活、社会生活が送れるよう、真に地域が必要とする公共交通ネットワークを

充実するとともに、十分な財政支援の拡充を図ること。 



（２）地域住民の生活に必要不可欠であり最も身近な交通機関である地方バス路線、

コミュニティバス路線に対し、安定的な維持ができるよう恒久的な財政支援を講

じること。 

（３）島しょ部の生活交通として欠かせない航路を確保していくことができるよう、

離島航路整備政策の抜本改革を速やかに実現するとともに、離島航路の維持・確 

保に向けて、積極的かつ恒久的な財政支援を講じること。 

 

６. 港湾・海岸の整備について 

（１）港湾整備事業及び海岸整備事業の促進を図るため、必要な予算を確保すること。 

（２）地震、津波、高潮及び台風等の自然災害から国民の財産・生命を守り、迅速な

災害復旧等を可能にするため、ハード・ソフト一体となった港湾・海岸における

総合的な防災・減災対策を強化・促進すること。 

   また、大規模災害発生時において、国を含めた港間連携協働体制の早期確立を

図ること。 

 

７. 漂着・漂流ごみ対策について 

（１）市町村が漂着・漂流ごみの適正処理に要した経費に対し、地域の実態を踏まえ、

平成 24 年度以降も引き続き財政措置を講じるとともに、海岸漂着物に係る関係

法令の整備を行うこと。 

（２）漂着・漂流ごみについては、河川からの流出が主な原因であることが多いこと

から、河川等の流域も含めた広域的なごみ対策を講じること。 

（３）諸外国による海洋不法投棄を防止するため、日本海沿岸諸国と不法投棄防止対 

策や適正処理について多国間での協議を行うこと。 

 



農林水産政策に関する提言・重点要望 
 

 農林水産業の持続的発展と長期的な安定を図るため、国は、地域の実情を勘案しつ

つ、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．戸別所得補償制度の推進について 

（１）平成 23 年度からの戸別所得補償制度の本格実施に当たっては、農業者等が安

心して取り組むことができるよう必要な財源を確保すること。 

（２）戸別所得補償制度の設計に当たっては、地域が独自に推進してきた取組が後退

することのないよう配慮するとともに、地域振興作物単価の設定などの地域の実

情が反映されるような制度とすること。 

   また、地方公共団体やＪＡ等生産者団体が構成する地域水田農業推進協議会を

制度に参画させる場合、その役割を法令等に明確に位置付けるとともに、所要経

費に対して十分な予算措置を講ずるなど都市自治体への新たな経費や事務負担

が生じることのないような制度とすること。 

   とくに、米戸別所得補償モデル事業においては、需給調整を守るため調整水田

等の不作付地により生産数量を達成しているが、本格実施後も不作付地を含めた

生産数量の達成を認めること。 

（３）戸別所得補償制度の本格実施に当たっては、生産現場等が混乱することのない

よう、対象品目、支援内容、加算措置のあり方等についてその詳細を早急に明ら

かにするとともに、周知徹底を図ること。 

（４）野菜・果樹生産農家については、従事者の減少・高齢化、所得の激減など危機

的な状況にあることから、野菜及び果樹も対象となるような所得補償の支援策を

講じること。 

また、農山漁村を再生させるため、漁業、林業に対しても戸別所得補償制度を

導入すること。 

（５）新規需要米の流通経路の確立など農業者の生産拡大に向けた支援策を講じるこ

と。 

（６）戸別所得補償制度においては、中山間地域等の小規模農家にはメリットが少な

く推進が難しいことから、小規模農家にも配慮した制度とすること。 

（７）不作付地域改善計画の市町村認定の見直し等地域の事務負担の軽減を図ること。 

 



２．農業農村整備事業の推進について 

（１）農業生産基盤整備及び農村生活環境基盤整備等を計画的かつ円滑に推進するた

め、農業農村整備に係る諸施策の継続及び拡充並びに財政措置の充実強化を図る

こと。 

（２）農山漁村地域整備交付金については、地方の自主性と裁量性を高め、より使い

勝手のよい制度とするとともに、計画的かつ円滑に事業を推進するため、必要な

予算を確保すること。 

（３）頻発する災害に対する備えを強化し、安全で快適な農村をつくるため、農地と

農業用施設の防災対策を推進すること。 

 

３．口蹄疫対策及び畜産・酪農経営安定対策の充実強化について 

（１）家畜・畜産物の広域的な流通環境において、ひとたび伝染性疾病が発生した場

合、急速かつ広範囲にまん延し、その被害が甚大となる恐れがあることから、事

前対応型の防疫体制を整備すること。 
     とくに、「口蹄疫」については、国家防疫の観点から、「口蹄疫対策特別措置法」

に基づき各種対策を迅速に実行し、早期終息を実現するとともに、口蹄疫の発生

によって生じている様々な損失等を早急に回復するため、さらなる迅速かつ柔軟

な対策をきめ細かく講じること。 

（２）畜産・酪農業についても、戸別所得補償制度の導入など抜本的な経営安定対策

を講じること。 

（３）配合飼料の価格の上昇が畜産農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、国産飼

料の増産につながる取組を推進すること。 

   また、肥育素牛への導入助成等を実現すること。 

 

４．鳥獣被害防止対策の推進について 

（１）鳥獣被害の深刻化・広域化に対応し、鳥獣被害防止総合対策事業を平成 23 年

度以降も継続するとともに、根本的な被害防止対策を講じること。 

（２）野生鳥獣による農林作物の被害が激増しているため、森林の生態系等環境問題

とも連携した駆除・防除対策の調査研究を行うとともに、駆除・防除対策に関す

る財政支援の充実を図ること。 

 

 



５．森林整備等の推進について 

（１）国土保全、水源涵養、地球温暖化防止、景観形成など森林がもつ多面的機能を

継続的に維持・発揮するために必要な財源を確保するとともに、里山の保全機能

等を有する竹林の整備に係る支援措置を講じること。 

（２）森林整備のための担い手の確保、育成事業の推進を図るとともに、私有林の整

備については森林所有者等が取り組みやすい有効な手法を導入すること。 

 

６．水産基本法に則り、水産業の経営安定対策及び水産物の加工・流通・消費対策並

びに水産資源の回復・管理対策の更なる充実強化を図るとともに、漁港をはじめと

する水産基盤整備を推進するため、十分な予算を確保すること。 



地域経済の活性化に関する提言・重点要望 
 

地域経済の振興及び活性化等を図るため、国は、次の事項について積極的な措置を

講じられたい。 

 

１．雇用の維持・拡大に努めている中小企業に対しては、税制上の優遇措置を講じ、

融資制度の拡充を図るとともに、地域の実態を踏まえ、より弾力的な運用を可能と

するなど、きめ細やかな対策を総合的かつ継続的に講じること。 

 

２．地域における中小企業の資金繰りは予断を許さない状況にあることから、平成 22

年度までとされている景気対応緊急保証制度について、取扱期間を延長するととも

に、更なる拡充を図るべく、引き続き総合的な中小企業対策を実施すること。 

 

３．地域経済を活性化するため、半島振興法などに基づく減収補てん措置の延長など、

企業誘致に対する財政支援措置の充実強化を図ること。 

  また、工業団地の開発を促進するため、関係法令の運用を改善し、迅速に開発が

行えるようにすること。 

 

４．観光立国の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、案内板等

の外国語表記の推進など、観光振興策に対する支援及び財政措置を講じること。 

 

５．電源立地地域対策等について 

（１）平成 22 年度末より順次期限切れとなる電源立地地域対策交付金（水力発電施

設周辺地域交付金相当分）の交付期間の恒久化と交付限度額の拡充を図ること。 

（２）平成 22 年度末で期限切れとなる「原子力発電施設等立地地域の振興に関する

特別措置法」の期限延長と拡充を図ること。 




